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文化審議会著作権分科会基本問題小委員会 

 
日本におけるデジタルコンテンツ流通の円滑化と集中処理について 

―音楽配信及び電子出版事業の発展とその課題― 
 
 

一般社団法人著作権情報集中処理機構 代表理事 
ネットワーク音楽著作権連絡協議会 代表世話人 

株式会社モバイルブック・ジェーピー 代表取締役会長 
ナクソス・ジャパン株式会社 代表取締役社長 

 
佐々木  隆一 

 

Ⅰ．日本における音楽配信・電子出版事業の発展とその課題 

１．音楽配信事業 

（１）携帯電話への音楽配信を中心に発達 
①1999 年インターネットでの音楽配信を開始 
  ⇓ 
②携帯電話の着信メロディーの配信開始  → レコード会社は無関係 
  ⇓ 携帯電話の技術進歩 
③「着うた®」「着うたフル®」の登場    ← レコード会社の市場参入 
④日本では音楽配信市場の 90％が携帯電話を中心としたモバイル系 
 →日本の音楽配信市場の際立った特徴 

（２）現在の市場規模 [携帯電話分合計、2009 年] 
①市場規模 1,545 億円 
②ダウンロード数 7.8 億回 
③店舗数 8,200 サイト 

 
２．電子出版事業 

（１）PC や PDA などに対する配信からスタート 
①「シグマブック」「リブリエ」等の電子書籍専用端末の登場→市場形成には至らず 
  ⇓ 
②３Ｇ携帯の登場 →急速に市場が拡大 

（２）現在の市場規模 
①市場規模 457 億円 （ケータイ：365 億円、ＰＣ：62 億円） [2008 年実績] 
②電子書店数 875 サイト（3 キャリア合計）[2009 年 9 月末時点] 
③電子出版参加出版社数 約 450 社 
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３．音楽配信と電子出版の現状からの示唆 

（１）コンテンツのネット流通の特徴 
①大量の品揃え 
②多数のコンテンツホルダーと多数の配信事業者との取引 

 
（２）配信事業における問題の所在 

大量のコンテンツについて n 対 n の契約・取引が発生 
➢権利処理にかかるコストが膨大 
➢コンテンツの流通が複雑・非効率的 

 
 
（３）音楽配信事業からの示唆 

①権利処理の集中化による権利処理作業の軽減 
一般社団法人著作権情報集中処理機構（CDC）の取り組み   【詳細はⅡ．参照】 
➢配信事業者と管理事業者の権利処理に係る重複処理の一元化 

 
②音楽配信の市場においては、レコード会社が配信事業に直接進出 
➢コンテンツの集中管理が未整備 
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（４）電子出版事業からの示唆 

①コンテンツの集中管理による流通の合理化 
出版社と株式会社モバイルブック・ジェーピーによる取り組み 
➢流通プラットフォーム「取次サービス」の提供 

 

②権利の集中処理スキームが未整備 
➢権利管理コスト（徴収、分配）の増加 

 
 
（５）コンテンツを円滑に流通させる仕組みの構築 

➢権利情報の集中化による権利処理作業の軽減 
➢コンテンツの集中管理による流通の合理化 
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Ⅱ．一般社団法人著作権情報集中処理機構（CDC）の活動 

１．音楽配信が直面している課題 

➣権利処理業務の負荷の増大 
 ＝管理事業者への利用楽曲報告データ作成コストの増大 
 ＝配信事業者からの利用楽曲報告データの確認・補完コストの増大 
 ＝3 億 7 千万曲（ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ配信で JASRAC に報告される延べ楽曲数）[2008 年度実績] 
（１）要因 

①配信楽曲（品揃え曲数）の増加 
 ＝利用曲目件数平均 10 万曲／1 配信事業者(全サイト) [2009/1-3 月期] 

②楽曲の配信開始時期と管理事業者の DB への作品登録時期の齟齬 
③配信事業者が有している楽曲のメタ情報（曲名、アーティスト名等）と、管理事業

者の DB に登録されている情報の不一致 
（２）改善策 

権利情報取得の効率的な仕組みの構築 
   ⇓ 

配信事業者及び管理事業者の協同による CDC の設立 
 →権利処理情報の一元管理システムの構築・運用 

 
２．CDC の取り組み 
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